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安全管理体制（ＳＭＳ）の導入

航空会社の安全管理体制の構築航空会社の安全管理体制の構築

○ 航空法第103条（平成18年10月１日施行）

本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に
努めなければならない。

○ 航空法第103の２条（平成18年10月１日施行）（安全管理規程等）

「安全管理規程」の作成（届出義務） ・ 安全を最優先とした事業運営の徹底
・ 経営と現場及び部門間の意思疎通の円滑化

予防的安全対策の実施
ヒューマンエラー対策・機材不具合対策 等

・ 社内での安全情報の共有化とリスク管理の実践 等「安全統括管理者」の選任（届出義務）

分 析

実施対策の評価 安全対策の立案

ヒュ マンエラ 対策 機材不具合対策 等

安全情報収集
日常業務における安全情報を的確に収集

他の
航空会社

情報共有化
現場への適切な
フィードバック

現 場
運航・整備

規程の審査・安全監査等を通じた、航空会社への適切な指導（航空局）



航空安全にかかわる情報の調査・分析・活用

航空輸送の安全にかかわる情報を収集・整理・公表するとともに、予防的な安全対策に活用航空輸送の安全にかかわる情報を収集 整理 公表するとともに、予防的な安全対策に活用

○ 航空法第111条の４（平成18年10月１日施行）

航空運送事業者及び航空機使用事業者は、事故、重大インシデント及び安全上のトラブルが発生したときは、

航空法第111条の4に基づき

航空事業者から報告される安全情報

国土交通大臣に事態の概要、不具合の要因分析、再発防止策等を報告しなければならない。

航空安全情報分析委員会
（年2回開催）

航空事業者から報告された安全情報
等を踏まえ、安全性向上のため必要
な対策等について 有識者を交えて

航空事業者から報告される安全情報

航空運送業者からの安全情報（H20年度）： 863件

○ 航空事故：2件

デ 航空安全情報

（年2回開催）

な対策等について、有識者を交えて
審議・検討

○ 重大インシデント：5件

○ 安全上のトラブル：856件

航空安全情報
の公表

安全情報等の分析
平成20年度 月別事故等発生件数

（航空運送事業）
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（航空安全情報分析委員会（H21 6）

必要な対策の審議・検討
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（航空安全情報分析委員会（H21.6）
審議結果）

○ ASIMSシステムを用いた予防的
安全対策の推進

○ 安全監査等を通じた監視 監督

予防的な安全
対策の推進

個々の安全情報を踏まえ、事業者の対策内容の
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事故 重大インシデント 安全上のトラブル

○ 安全監査等を通じた監視・監督
の強化

○ ヒューマンエラー防止対策の推進

個々の安全情報を踏まえ、事業者の対策内容の
確認・指導、他の事業者への水平展開等のフォ
ローを実施。さらには、局内会議において局内幹
部との情報共有・対策状況の確認等を実施。



制度導入による効果と今後の課題

制度導入による効果制度導入による効果

＜安全管理体制の確立＞
・経営トップのコミットメントや部門間の連携等 安全意識の向上・経営トップのコミットメントや部門間の連携等、安全意識の向上
・安全情報共有の促進と安全施策の迅速化
・コンプライアンス意識の向上

＜義務報告制度の創設＞
・安全上のトラブルに関するデータの蓄積、データの標準化、
透明性の向上透明性の向上

・社内での安全情報の共有、活用の促進

今後の課題今後の課題

・自発的報告制度の活性化
・他社の安全情報の共有、活用方策（ASIMSシステムの活用）
安全情報の分析能力の向上・安全情報の分析能力の向上


